
一般財団法人 平和協会 駒沢診療所 

通所リハビリテーション重要事項等 

 
１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口

電 話 ０３（３４２４）８０９３ 

受付時間 月～金曜日 午前８：３０～午後５：００

土曜日 午前８：３０～午後０：３０ 

但し、祝祭日、１２月２９日から１月４日及び６月第２土曜日を除く

担 当 通所リハビリテーション科長 中 島 直 美 

＊ 何かご不明な点がございましたら、お問い合わせください。 

 

２．当事業所の概要 

（１）職員の職種、員数及び職務内容 

① 管理者 

医師 １名（常勤）：職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

② 従事者 

医師  １名（常勤）：利用者の体調管理及びサービスの把握

理学療法士 ５名（常勤）：リハビリテーション 

看護師 ２名（常勤１名 非常勤１名）：利用者の体調管理

介護職員 ７名（常勤５名 非常勤２名）：動作介助 

リハビリテーションの補助・作業療法及びレクレーションの実施 

（２）営業日及び営業時間 

① 営業日 月曜日から土曜日 

但し、祝祭日、１２月２９日から１月４日及び６月第２土曜日を除く 

② 営業時間 午前８時３０分から午後５時 

③ サービス提供時間帯 月曜日～金曜日：午前８時４５分から午後４時３０分 

土 曜 日 ：午前８時４５分から午後０時３０分 

（３）サービス内容 

① 指定通所リハビリテーション 

（個別リハビリテーション・口腔機能向上サービス・栄養改善サービス） 

②   指定介護予防通所リハビリテーション 

（運動器機能向上サービス・口腔機能向上サービス・栄養改善サービス） 

③ 送迎サービス 

（４）サービス提供地域 

世田谷区 上馬・駒沢・桜新町・三軒茶屋・下馬・新町・世田谷・太子堂・弦巻 

野沢・深沢・若林 

目黒区 柿の木坂・東が丘・八雲 



３．料金（介護保険適用時、利用者負担は収入により１割から３割） （１単位１１．１０円） 

（１）指定通所リハビリテーション 

①  通所リハビリテーション利用料（基本） 

 
１時間以上２時間未満 ２時間以上３時間未満 ３時間以上４時間未満 

要介護１ ３６９単位 ３８３単位 ４８６単位 

要介護２ ３９８単位 ４３９単位 ５６５単位 

要介護３ ４２９単位 ４９８単位 ６４３単位 

要介護４ ４５８単位 ５５５単位 ７４３単位 

要介護５ ４９１単位 ６１２単位 ８４２単位 

② 加算 

＊  理学療法士等体制強化加算 ３０単位／日 

＊  リハビリテーションマネジメント加算 ロ 

イ １ヶ月～６ヶ月 ５９３単位／月 

イ  ６ヶ月超え ２７３単位／月 

＊ 医師による説明 ２７０単位／月 

＊ 短期集中個別リハビリテーション実施加算 １１０単位／日 

＊ 栄養改善加算 月１回２００単位／回 

＊ 口腔機能向上加算（Ⅰ） （月２回程度）１５０単位／回 

＊ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １回につき２２単位／回 

＊  リハビリテーション提供体制加算（３時間以上４時間未満の利用） １２単位／回 

＊ 移行支援加算 １日につき１２単位／回 

＊ 科学的介護推進体制加算 ４０単位／月 

＊  認知症短期集中リハビリテーション実施加算 （Ⅰ）１日につき ２４０単位／回 

（Ⅱ）１月につき１,９２０単位／回 

（２）指定介護予防通所リハビリテーション 

① 通所リハビリテーション費（１月につき） 

要支援１ ２，２６８単位 

要支援２ ４，２２８単位 

② 加算 
 

＊栄養改善加算  ２００単位／月 

＊口腔機能向上加算  １５０単位／月 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援１ ８８単位／月 

 要支援２ １７６単位／月 

＊ 科学的介護推進体制加算  ４０単位／月 

（３）自己負担分（介護保険適用外・消費税含む） 

① お 茶 代 ：１日あたり １１０円 

② 尿漏れパット等 ：１回２００円（処理代を含む） 

③ 交  通  費：サービス提供地域以外  往復５５０円（提供地域境界線より５００m 以内） 

１，１００円（提供地域境界線より５００m 以上） 



（４）介護保険の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場

合があります。その場合は一旦介護保険適用外の場合の料金をいただき、サービス提供証

明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日、区の窓口に提出しますと、差額の

払い戻しを受けることができます。 

（５）支払い方法 

原則として、口座振替をお願いしております。ご指定の口座からのお引落しは２０日です。

サービス提供月の請求は、翌月１５日までには郵送いたしますので、金額をご確認の上、

ご指定の口座にご準備ください。お引落しが確認できましたら、領収証を発行いたします。 

４．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

主治医による指定通所リハビリテーションの指示を受けてください。指定通所リハビリ

テーション個別援助計画作成及び契約後、サービスの提供を開始いたします。 

居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

（２）送迎について 

①   送迎を希望される方は事業所の送迎車にて送迎いたします。予めお知らせした送迎地点・

予定時間に伺います。予定時間を過ぎますと送迎車は出発することがありますので、

ご了承ください。 

②    交通渋滞等による送迎時間の変更は、車中等よりご連絡いたします。 

（３）サービスの中止 

①    病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 

②  当日の健康チェックの結果、利用不適切の場合はサービスを中止することがあります。その

場合、家族に連絡の上、適切に対応します。 

③  利用中に、利用継続が困難な場合、サービスを中止することがあります。その場合、家族に

連絡の上、適切に対応いたします。また必要に応じて速やかに主治医に連絡をとる等措置を

講じます。 

（４）サービスの終了 

①  利用者の都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１ヶ月前までに文書でお申し出ください。 

②  当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただくことがござい

ます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

• 利用者が介護保険施設に入所した場合 

• 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定

された場合 

• 利用者が死亡した場合 



④ その他 

• 当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者

およびその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破産

した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することが

できます。  

• 利用者が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず１０日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサービスの中止を

しばしば繰り返した場合  

• 利用者が入院もしくは病気等により、２ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態

であることが明らかになった場合、または利用者や家族などが当事業所や当事業所の

サービス従事者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、文書で通知

することにより、即座に契約を終了させていただく場合がございます。  

 

５．非常災害対策 

指定通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、非常災害に備えるため、

一般財団法人平和協会駒沢診療所の防災計画にのっとり、避難訓練等を次のように行います。 

（１）   防火管理者には一般財団法人平和協会業務課長を当て、防火担当責任者には事業所理学療 

法士を当てます。 

（２）始業時・終業時には火災危険防止のため、自主的に点検を行います。 

（３）非常災害用設備は常に有効に保持するように努めます。 

（４）災害用の設備点検は契約保守事業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会います。 

（５）火災や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小にとどめるため、自衛消防隊を編成し、

任務の遂行にあたるものとします。 

（６）防火管理者は、従業員に対して防災訓練を実施する。防火担当責任者、従業員に対して

防災教育を実施します。（防災訓練 年２回） 

（７）その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制を取ります。 

 

６．事故発生時の対応 

（１）利用者の安全の確保を最優先とし、救護等畏友可能な措置を講じます。 

（２）関係各所（消防・警察・家族・事業所等）への連絡を取ります。 

 

７．虐待防止のための措置 

虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に

関する下記の措置を講じます。 

（１） 虐待防止のための指針の整備 

（２）    虐待防止検討委員会を設置、委員長を虐待防止措置の担当者として配置 

（３） 虐待防止のための研修を設置 



８．身体拘束等の原則禁止 

利用者又はほかの利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 

身体拘束を行いません。身体拘束を行う場合は、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

９．業務継続に向けた取り組み 

感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して通所リハビリテーションの提供

を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施し

ます。 

 

１０．感染症の予防及び蔓延防止のための措置 

感染症の発生及び蔓延を防止できるよう、下記の措置を講じます。 

（１）  感染症及び蔓延防止のための指針の整備 

（２）    感染対策委員会を設置、委員長を感染対策措置の担当者として配置 

（３）   感染症及び蔓延防止のための研修及び訓練を実施 

 

１１．サービス内容に関する相談・苦情 

（１）事業所ご利用者相談・苦情窓口

担当者 中 島 直 美 

電 話 ０３（３４２４）８０９３ 

（２）その他 

当事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

・世田谷区役所 保健福祉課 ０３（５４３２）１１１１ 

・目黒区保健福祉サービス ０３（５７２２）９８４２ 

・東京都国民健康保険団体連合会 介護相談窓口 

０３（６２３８）０１７７ 


